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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第91期

当第２四半期
連結累計期間

第91期
当第２四半期
連結会計期間

第90期

会計期間
 

自 平成21年１月１日
 至 平成21年６月30日 

自 平成21年４月１日
 至 平成21年６月30日 

自 平成20年１月１日
 至 平成20年12月31日 

売上高 百万円 1,205,375 637,706 3,234,405

経常利益(△は損失) 〃 △33,866 △9,092 74,488

四半期(当期)純利益(△は損失) 〃 △38,337 △3,456 10,412

純資産額 〃 － 1,057,499 1,019,995

総資産額 〃 － 2,736,886 2,768,470

１株当たり純資産額 円 － 1,308.12 1,263.30

１株当たり四半期(当期)純利益

(△は損失)
〃 △48.88 △4.41 13.33

潜在株式調整後１株当たり四半期

(当期)純利益
〃 －　 － 13.33

自己資本比率 ％ － 37.5 35.8

営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 114,867 － 109,773

投資活動によるキャッシュ・フロー 〃 △116,475 － △265,308

財務活動によるキャッシュ・フロー 〃 12,324 － 76,363

現金及び現金同等物の四半期末　(期

末)残高
〃 － 139,347 114,075

従業員数 人 － 137,447 137,981

　(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移につきましては、記載

しておりません。

       ２　売上高は、消費税等抜きで表示しております。 

       ３　第91期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有する潜

在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

       ４  第91期第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有する

潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要

な関係会社に異動はありません。

　

　　

３【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 (平成21年６月30日現在)

従業員数（人） 137,447    

　(注)　従業員数は就業人員であります。

 

　

(2）提出会社の状況

 (平成21年６月30日現在)

従業員数（人） 15,942〔1,870〕

　(注)　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は〔　〕内に当第２四半期会計期間の平均人員を外数で記載しておりま

す。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

　当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

タイヤ 373,439

多角化 92,264 

合計 465,703

　 (注) １　金額は、販売価格によっております。

２　金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2) 受注状況

　当社グループは、少数の特殊製品(特殊ホース等)について受注生産を行うほかは、すべて見込生産であります。

 

(3) 販売実績

　当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

タイヤ 524,388

多角化 113,317  

合計 637,706

　 (注) 金額には、消費税等は含まれておりません。

２【事業等のリスク】

　当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、当第２四半期連結会計期

間において、前期の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。  

　 

３【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。 
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において、当社グループが判断したものであります。

 

(1) 業績の状況

① 業績全般

 当第２四半期

連結会計期間

前第２四半期

連結会計期間

増減

金額 伸長率

 

売上高

億円

６,３７７

億円

８,４３２

億円

△２,０５５

％

△２４

営業利益(△は損失) △７６ ３１２　 △３８８ －

経常利益(△は損失) △９０ ２８７　 △３７８ －

四半期純利益(△は損失) △３４ １４２　 △１７７ －

 

当第２四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日)の当社グループを取り巻く環境は、国内にお

いては、個人消費には下げ止まりが見られたものの、民間設備投資が減少するなど景気は厳しい状況が続きました。海

外においては、米国や欧州では、金融危機と実体経済悪化の悪循環により深刻な景気後退が続きました。アジアでは、

景気は、中国など一部の地域で持ち直しの動きが見られたものの、依然厳しい状況となりました。

このような状況のもとで、当社グループは、グループ経営の最終目標である「タイヤ会社・ゴム会社として名実共

に世界一の地位の確立」の達成に向け、グローバルで、高い競争力を持つ商品の拡販や供給能力の増強、生産性の向

上、技術優位性の強化、そして経営資源の効率的活用などに一層の努力を続けてまいりました。さらに、需要構造や競

争構造などの事業環境の変化がかつてない速さで進行する中、当社グループが戦略商品と位置付ける商品の拡販や、

単なる商品単体の販売に終わらないビジネスモデルの構築・拡大、環境対応商品・事業の展開といった戦略をより迅

速に実行してまいりました。また、世界的な景気後退による需要の大幅な減少を受け、施策の絞り込みや優先順位の見

直しによる投資の圧縮や費用の抑制、在庫の削減などを、グループをあげて推進してまいりました。しかしながら、こ

の事業環境の大幅な悪化は、当社グループの事業並びに業績に大きな影響を与えました。

この結果、当社グループの、当第２四半期連結会計期間の売上高は6,377億円(前年同期比24％減)となり、営業損益

は76億円、経常損益は90億円、四半期純損益は34億円の損失となりました。
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② セグメント別業績

(注)セグメント別の金額はセグメント間の取引を含んでおり、連結合計の金額はそれらを消去した後の数値で 

あります。 

  

(a) 事業の種類別

 

 
当第２四半期

連結会計期間

前第２四半期

連結会計期間

増減

金額 伸長率

 タイヤ部門 売上高

億円

５,２４７

億円

６,７６４

億円

△１,５１６

％

△２２

営業利益(△は損失) △７９  １６５ △２４４ －

多角化部門
売上高 １,１５３ １,７１４ △５６１ △３３

営業利益 ３  １４６ △１４３ △９８

連結 合計
売上高 ６,３７７ ８,４３２ △２,０５５ △２４

営業利益(△は損失) △７６  ３１２ △３８８ －

　

タイヤ部門では、国内外市場において魅力ある新商品の投入を行う一方で、グローバルでの生産拠点の整備と増強

など、戦略商品として当社グループが位置付ける分野の強化を進めてまいりました。日本では、タイヤの販売本数は、

需要低迷の影響が大きく前年同期を大幅に下回りました。米州では、北米タイヤ事業における乗用車及び小型トラッ

ク用タイヤ、トラック・バス用タイヤの販売本数は、需要低迷の影響が大きく前年同期を大幅に下回ったものの、戦略

商品であるランフラットタイヤ(注)の市販用の販売本数は前年同期を上回りました。欧州では、乗用車及び小型ト

ラック用タイヤ、トラック・バス用タイヤの販売本数は、需要低迷の影響が大きく前年同期を大幅に下回ったものの、

ランフラットタイヤやＵＨＰ(超高性能)タイヤをはじめとする戦略商品の市販用の販売本数は前年同期を上回りま

した。特殊タイヤについては、建設・鉱山車両用超大型ラジアルタイヤの販売本数は、前年同期を上回り順調に推移し

ました。この結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は5,247億円(前年同期比22％減)となり、営業損益は79億円の

損失となりました。

多角化部門では、需要低迷の影響が大きく、当第２四半期連結会計期間の売上高は1,153億円(前年同期比33％減)と

なり、営業利益は３億円(前年同期比98％減)となりました。

(注)　ランフラットタイヤ：タイヤの空気圧が失われても所定のスピードで一定距離を走行できるタイヤ
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(b) 所在地別

 

 
当第２四半期

連結会計期間

前第２四半期

連結会計期間

増減

金額 伸長率

日本 売上高

億円

２,２７４

億円

３,２７４

億円

△９９９

％

△３１

営業利益(△は損失) △１０６ １５８ △２６４ －

米州
売上高 ２,８８９ ３,７７０ △８８１ △２３

営業利益 ４９ １１３ △６４ △５７

欧州
売上高 ８７７ １,３５０ △４７３ △３５

営業利益(△は損失) △７１ ９ △８１ －

その他
売上高 １,２５７ １,６０１ △３４３ △２１

営業利益 ７３ ８７ △１４ △１７

連結 合計
売上高 ６,３７７ ８,４３２ △２,０５５ △２４

営業利益(△は損失) △７６ ３１２ △３８８ －

 

日本では、需要低迷の影響が大きく、タイヤ部門、多角化部門とも、販売は前年同期を下回りました。その結果、当第

２四半期連結会計期間の売上高は2,274億円(前年同期比31％減)となり、営業損益は106億円の損失となりました。

米州では、需要低迷の影響が大きく、当第２四半期連結会計期間の売上高は2,889億円(前年同期比23％減)となり、

営業利益は49億円(前年同期比57％減)となりました。

欧州では、需要低迷の影響が大きく、当第２四半期連結会計期間の売上高は877億円(前年同期比35％減)となり、営

業損益は71億円の損失となりました。

その他地域では、需要低迷の影響が大きく、当第２四半期連結会計期間の売上高は1,257億円(前年同期比21％減)と

なり、営業利益は73億円(前年同期比17％減)となりました。

 

　なお、前年同期比較は参考として記載しております。 
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(2)資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末における資産、負債及び純資産の状況は以下のとおりであります。

(資産の部)

資産の部は、有形固定資産が392億円、投資その他の資産が641億円、それぞれ増加したものの、受取手形及び売掛金

が780億円、商品及び製品が398億円、原材料及び貯蔵品が299億円、それぞれ減少したことなどから、前連結会計年度末

に比べ315億円減少し、27,368億円となりました。

(負債の部)

負債の部は、長期借入金が988億円増加したものの、支払手形及び買掛金が759億円、未払金が711億円、それぞれ減少

したことなどから、前連結会計年度末に比べ690億円減少し、16,793億円となりました。

(純資産の部)

純資産の部は、配当金の支払いにより86億円、四半期純損失の計上により383億円減少したものの、その他有価証券

評価差額金が417億円、為替換算調整勘定が415億円、それぞれ増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ375億

円増加し、10,574億円となりました。その結果、自己資本比率は37.5％となり、前連結会計年度末に比べ1.7％の増加と

なりました。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

 
当第２四半期

連結会計期間

前第２四半期

連結会計期間

増減

金額

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

億円

１,０２６　

億円

２０３

億円

＋８２３

投資活動によるキャッシュ・フロー △４７４ △５０４ ＋２９

財務活動によるキャッシュ・フロー △６０８　 △１６２ △４４５

現金及び現金同等物に係る換算差額 ５９　 ９４ △３４

現金及び現金同等物の増減額 ２　 △３７０ ＋３７３

現金及び現金同等物の
第１四半期末残高 １,３９０ ２,２１２ △８２２

第２四半期末残高 １,３９３ １,８４２ △４４８

　

　当第２四半期連結会計期間における当社グループの現金及び現金同等物(以下「資金」)は、全体で2億円増加(前年

同期は370億円の減少)し、当第２四半期連結会計期間末には1,393億円となりました。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　営業活動による資金収支は、1,026億円の収入(前年同期比823億円の収入増)となりました。これは、税金等調整前四

半期純損失90億円や、法人税等の支払額19億円などがあったものの、減価償却費412億円や、売上債権の減少額222億

円、たな卸資産の減少額905億円などがあったことによるものです。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動による資金収支は、474億円の支出(前年同期比29億円の支出減)となりました。これは、有形固定資産の取得

による支出441億円などによるものです。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動による資金収支は、608億円の支出(前年同期比445億円の支出増)となりました。これは、短期借入金及びコ

マーシャル・ペーパーの純減少額862億円などがあったものの、長期借入れによる収入323億円などがあったことによ

るものです。

 

　なお、前年同期比較は参考として記載しております。  
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

 

(5) 研究開発活動

　 当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費は209億円であります。

　 なお、当第２四半期連結会計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

  当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

 

(2）設備の新設、除却等の計画

  当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につ

いて、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 
種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,450,000,000

計 1,450,000,000

 

② 【発行済株式】

 

種類
当第２四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成21年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年８月12日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 813,102,321 813,102,321

東京証券取引所

大阪証券取引所

名古屋証券取引所

福岡証券取引所

東京、大阪、名古屋

は市場第一部に上場

単元株式数100株

計 813,102,321 813,102,321― ―
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(2)【新株予約権等の状況】

①　当社は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、取締役及び従業員に新株予約権を付与しており、そ

の内容は次のとおりであります。

＜平成15年３月28日定時株主総会決議＞

 
当第２四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数(個)
117

(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 117,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)
1,479
(注)２

新株予約権の行使期間
平成17年４月１日～
平成22年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 　　　　　1,479
資本組入額　　　　　 740

新株予約権の行使の条件
・各新株予約権の一部行使はできないこととする。
・その他権利行使の条件は、当社取締役会において決定す
る。　　　　　　　　　　　　             (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項
・新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要
するものとする。　                         (注)３

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

 
 (注) １　各新株予約権の目的たる株式の数は、1,000株とする。

 
２　発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。

(1) 株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数は切り上げる。
 
調整後
払込価額

＝
調整前
払込価額

×
１

分割・併合の比率
 

(2) 時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、「商法等の一部を

改正する法律」(平成13年法律第128号)施行前の旧商法に定める転換社債の転換、同法第280条ノ19の規

定に基づく新株引受権の行使並びに「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)施行

前の旧商法第210条ノ２の規定に基づき付与された株式譲渡請求権の行使の場合を除く)は、次の算式に

より払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。
 
    既発行

株式数
＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
払込価額

＝
調整前
払込価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から保有する自己株式の総数を控除し

た数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替

えるものとする。
 
(3) 資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた

ときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整するものと

する。
 
３　その他の権利付与の条件は、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
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＜平成16年３月30日定時株主総会決議＞

 
当第２四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数(個)
227

(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 227,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)
1,864
(注)２

新株予約権の行使期間
平成18年４月１日～
平成23年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　　　　 1,864
資本組入額　　　　　 932

新株予約権の行使の条件
・各新株予約権の一部行使はできないこととする。
・その他権利行使の条件は、当社取締役会において決定す
る。　　　　　　                         (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項
・新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要
するものとする。                         　(注)３

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

 
　 (注) １　各新株予約権の目的たる株式の数は、1,000株とする。

 
２　発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。

(1) 株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数は切り上げる。
 
調整後
払込価額

＝
調整前
払込価額

×
１

分割・併合の比率
 

(2) 時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、「商法等の一部を

改正する法律」(平成13年法律第128号)施行前の旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使

並びに「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)施行前の旧商法第210条ノ２の規定

に基づき付与された株式譲渡請求権の行使の場合を除く)は、次の算式により払込価額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げる。
 
    既発行

株式数
＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
払込価額

＝
調整前
払込価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から保有する自己株式の総数を控除し

た数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替

えるものとする。
 
(3) 資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた

ときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整するものと

する。
 
３　その他の権利付与の条件は、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
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＜平成17年３月30日定時株主総会決議＞

 
当第２四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数(個)
252

(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 252,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)
2,114
(注)２

新株予約権の行使期間
平成19年４月１日～
平成24年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　　　　 2,114
資本組入額　　　　 1,057

新株予約権の行使の条件
・各新株予約権の一部行使はできないこととする。
・その他権利行使の条件は、当社取締役会において決定す
る。　　　　　                         　(注)３

新株予約権の譲渡に関する事項
・新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要
するものとする。                         　(注)３

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

 
　 (注) １　各新株予約権の目的たる株式の数は、1,000株とする。

 
２　発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。

(1) 株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数は切り上げる。
 
調整後
払込価額

＝
調整前
払込価額

×
１

分割・併合の比率
 

(2) 時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、「商法等の一部を

改正する法律」(平成13年法律第128号)施行前の旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使

並びに「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)施行前の旧商法第210条ノ２の規定

に基づき付与された株式譲渡請求権の行使の場合を除く)は、次の算式により払込価額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げる。
 
    既発行

株式数
＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
払込価額

＝
調整前
払込価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から保有する自己株式の総数を控除し

た数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替

えるものとする。
 
(3) 資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた

ときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整するものと

する。
 
３　その他の権利付与の条件は、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
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＜平成18年３月30日定時株主総会決議＞

 
当第２四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数(個)
280

(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 280,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)
2,775
(注)２

新株予約権の行使期間
平成20年４月１日～
平成25年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　　　　 2,775
資本組入額　　　　 1,388

新株予約権の行使の条件
・各新株予約権の一部行使はできないこととする。
・その他権利行使の条件は、当社取締役会において決定す
る。　　　　　　                         (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項
・新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要
するものとする。　                         (注)３

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

 
　 (注) １　各新株予約権の目的たる株式の数は、1,000株とする。

 
２　発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。

(1) 株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数は切り上げる。
 
調整後
払込価額

＝
調整前
払込価額

×
１

分割・併合の比率
 

(2) 時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、「商法等の一部を

改正する法律」(平成13年法律第128号)施行前の旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使

並びに「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)施行前の旧商法第210条ノ２の規定

に基づき付与された株式譲渡請求権の行使の場合を除く)は、次の算式により払込価額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げる。
 
    既発行

株式数
＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
払込価額

＝
調整前
払込価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から保有する自己株式の総数を控除し

た数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替

えるものとする。
 
(3) 資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた

ときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整するものと

する。
 
３　その他の権利付与の条件は、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
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②　当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、取締役及び従業員に新株予約権を付与しており、そ

の内容は次のとおりであります。

＜平成19年３月29日定時株主総会決議＞

 
当第２四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数(個)
2,600
(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 260,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)
2,546
(注)２

新株予約権の行使期間
平成21年４月１日～
平成26年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　　　　 2,546
資本組入額　　　　 1,497

新株予約権の行使の条件
・各新株予約権の一部行使はできないこととする。
・その他権利行使の条件は、当社取締役会において決定す
る。　　　　　                         　(注)３

新株予約権の譲渡に関する事項
・譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会
の承認を要することとする。　　　　   　　　(注)３

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

 
　 (注) １　各新株予約権の目的たる株式の数は、100株とする。

 
２　割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。

(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる

１円未満の端数は、これを切り上げる。
 
調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１

分割・併合の比率
 

(2) 当社が時価を下回る価額で株式を発行しまたは自己の株式を処分する場合(新株予約権の行使、「商法

等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)施行前の旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引

受権の行使および「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)施行前の旧商法第210条

ノ２の規定に基づき付与された株式譲渡請求権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調

整し、調整により生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
 
    既発行

株式数
＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己の株式

の総数を控除した数とし、また、自己の株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己

の株式数」に読み替えるものとする。
 
(3) 当社が資本金の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事

由が生じたときは、資本金の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額

を調整するものとする。
 
３　その他の権利付与の条件は、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
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③　当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、取締役及び従業員に新株予約権を付与しており、そ

の内容は次のとおりであります。

＜平成20年３月27日定時株主総会及び取締役会決議＞

 
当第２四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数(個)
2,345
(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 234,500

新株予約権の行使時の払込金額(円)
1,936
(注)２

新株予約権の行使期間
平成22年４月１日～
平成27年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　　　　 1,936
資本組入額　　　　 1,168

新株予約権の行使の条件
・各新株予約権の一部行使はできないこととする。
・その他権利行使の条件は、当社取締役会において決定す
る。　　　　　                         　(注)３

新株予約権の譲渡に関する事項
・譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会
の承認を要することとする。　　　　　　　   (注)３

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

 
　 (注) １　各新株予約権の目的たる株式の数は、100株とする。

 
２　割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。

(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる

１円未満の端数は、これを切り上げる。
 
調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１

分割・併合の比率
 

(2) 当社が時価を下回る価額で株式を発行しまたは自己の株式を処分する場合(新株予約権の行使、「商法

等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)施行前の旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引

受権の行使および「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)施行前の旧商法第210条

ノ２の規定に基づき付与された株式譲渡請求権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調

整し、調整により生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
 
    既発行

株式数
＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己の株式

の総数を控除した数とし、また、自己の株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己

の株式数」に読み替えるものとする。
 
(3) 当社が資本金の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事

由が生じたときは、資本金の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額

を調整するものとする。
 
３　その他の権利付与の条件は、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
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④　当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、取締役及び取締役を兼務しない執行役員に新株　　予

約権を付与しており、その内容は次のとおりであります。

＜平成21年３月26日定時株主総会及び取締役会決議＞

 
当第２四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数(個)
1,100
(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
110,000

(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1

新株予約権の行使期間
平成21年５月１日～
平成41年４月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　　　　 1,265
資本組入額　　　　　 633

新株予約権の行使の条件

・新株予約権者は、上記の行使期間うち、当社の取締役と
執行役員のいずれか、又は双方の地位にある期間(退任
日を含み、以下、「役員等在任期間」という。)は、新株予
約権を行使することができないものとする。
・新株予約権者が平成22年２月末日までに役員等在任期
間を満了した場合(死亡により満了した場合を含む。)に
は、当該新株予約権者(その承継人を含む。)は、割り当て
を受けた新株予約権の個数に役員等在任期間の満了日
から平成22年３月31日までの期間に対応する月数(１ヶ
月未満は切り捨てる。)を乗じた数を12で除した数の新
株予約権(ただし、１個未満の新株予約権は、これを切り
捨てる。)を行使することができないものとする。
・各新株予約権の一部行使はできないこととする。
・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間
で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
・譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会
の承認を要することとする。　　　　　　   (注)３

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

 (注) １　各新株予約権の目的たる株式の数は、100株とする。
　

２　割当日後、以下の事由が生じた場合は、付与株式数をそれぞれ調整する。

(1) 当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載について同じ。)または株式併合を行う場

合には、付与株式数を次の算式により調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数

に当該時点で行使されまたは当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。

　　調整後付与株式数　＝　調整前付与株式数　×　分割・併合の比率

　　(調整後付与株式数は、１株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。)
　
(2) 当社が資本金の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない

事由が生じたときは、資本金の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株

式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使されまたは

当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。この調整後付与株式数は、１株未満の端数

を切り捨てて算出するものとする。
　

３　その他の詳細は、募集事項及び当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところに

よる。
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(3)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。 

  

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

　自　平成21年４月１日

　至　平成21年６月30日
― 813,102 ― 126,354 ― 122,078

 

 

(5)【大株主の状況】

 (平成21年６月30日現在)

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

財団法人石橋財団 東京都港区麻布永坂町１番地 76,693 　　9.43

日本トラスティ・サ-ビス信託　

　銀行株式会社(信託口)
東京都中央区晴海一丁目８番11号 45,055 5.54

日本トラスティ・サ-ビス信託　

　銀行株式会社(信託口４Ｇ)
東京都中央区晴海一丁目８番11号 44,092 5.42

日本マスタートラスト信託銀行

　　株式会社(信託口)
東京都港区浜松町二丁目11番３号 40,749 5.01

石橋　寛 東京都港区 27,100 3.33

日本生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区今橋三丁目５番12号 20,028 2.46

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 18,000 2.21

株式会社永坂産業 東京都港区麻布永坂町１番地 16,325 2.01

全国共済農業協同組合連合会 東京都千代田区平河町二丁目７番９号 12,620 1.55

株式会社みずほコーポレート　　

　銀行
東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 12,436 1.53

計 － 313,100 38.51

　（注）１  財団法人石橋財団は、美術及び教育の助成、振興を図り、もって文化の向上発展に寄与することを目的と　　　　

して設立された財団法人であります。

２  信託銀行各社の所有株式数には、信託業務に係る株式数が含まれております。

３  当社は自己株式28,815千株を保有しておりますが、上記の表には記載しておりません。　
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(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

(平成21年６月30日現在)

 区分  株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

 無議決権株式 ─ ─ ─

 議決権制限株式(自己株式等) ─ ─ ─

 議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

 完全議決権株式(自己株式等)

 (自己保有株式)

普通株式    28,815,000
─ ─

 (相互保有株式)

普通株式        14,000
─ ─

 完全議決権株式(その他) 普通株式   784,022,400 7,840,224 ─

 単元未満株式 普通株式       250,921 ─ ─

 発行済株式総数 813,102,321 ─ ─

 総株主の議決権 ─ 7,840,224 ─

   (注)　１　「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には、証券保管振替機構名義の株式が1,600株含まれております。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ２  「完全議決権株式(その他)」及び「総株主の議決権」欄の議決権の数には、いずれも証券保管振替機構　　

     名義の株式に係る議決権が16個含まれております。

 

②【自己株式等】

(平成21年６月30日現在)

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

 ㈱ブリヂストン
 東京都中央区京橋

 一丁目10番１号
28,815,000― 28,815,000 3.54

 ブリヂストンタイヤ

 長野販売㈱

 長野県松本市鎌田

 一丁目９番14号
14,000 ― 14,000 ―

計 ― 28,829,000― 28,829,000 3.55
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２【株価の推移】

【当第２四半期累計期間における月別最高・最低株価】
 

月別
平成21年
１月

２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高(円) 1,472 1,422 1,549 1,676 1,595 1,538

最低(円) 1,112 1,094 1,258 1,370 1,343 1,364

　(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

 

３【役員の状況】

 　前期の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員(取締役及び監査役)の異動はあ

 りません。 
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づき作成しております。

　　　なお、第１四半期連結会計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで)から、「財務諸表等の用語、様式

　　及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日内閣府令第50号)附則第７条第１項５号

　　ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づき作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成

21年６月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成21年１月１日から平成21年６月30日まで)に係る四半期連結

財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

　なお、有限責任監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって監査法人トーマツか

ら名称変更しております。　
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１【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 121,240 114,456

受取手形及び売掛金 400,621 478,675

有価証券 19,212 2,155

商品及び製品 328,707 368,586

仕掛品 35,534 36,480

原材料及び貯蔵品 142,512 172,507

その他 155,844 165,751

貸倒引当金 △17,918 △16,490

流動資産合計 1,185,754 1,322,122

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 350,812 337,586

機械装置及び運搬具（純額） 431,815 409,828

その他（純額） 310,275 306,262

有形固定資産合計 ※1
 1,092,904

※1
 1,053,676

無形固定資産 42,599 41,154

投資その他の資産

投資有価証券 197,434 142,028

その他 218,985 210,333

貸倒引当金 △792 △844

投資その他の資産合計 415,628 351,517

固定資産合計 1,551,132 1,446,347

資産合計 2,736,886 2,768,470
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 120,008 195,950

短期借入金 292,506 327,114

コマーシャル・ペーパー 9,622 17,730

1年内償還予定の社債 70,001 9,517

未払法人税等 6,988 12,758

未払金 99,199 170,352

リース債務 861 －

その他 212,895 206,557

流動負債合計 812,084 939,979

固定負債

社債 84,007 143,576

長期借入金 376,862 278,023

退職給付引当金 308,479 312,317

リース債務 5,643 －

その他 92,310 74,577

固定負債合計 867,303 808,495

負債合計 1,679,387 1,748,474

純資産の部

株主資本

資本金 126,354 126,354

資本剰余金 122,656 122,658

利益剰余金 956,183 1,003,995

自己株式 △54,890 △54,891

株主資本合計 1,150,304 1,198,117

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 87,211 45,455

繰延ヘッジ損益 △1,166 △838

為替換算調整勘定 △210,409 △251,949

評価・換算差額等合計 △124,365 △207,332

新株予約権 312 133

少数株主持分 31,248 29,077

純資産合計 1,057,499 1,019,995

負債純資産合計 2,736,886 2,768,470
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(2) 【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 1,205,375

売上原価 851,597

売上総利益 353,777

販売費及び一般管理費

販売運賃 55,210

広告宣伝費及び販売促進費 49,528

給料手当及び賞与 91,609

退職給付費用 10,163

減価償却費 12,502

研究開発費 42,871

その他 111,856

販売費及び一般管理費合計 373,742

営業損失（△） △19,965

営業外収益

受取利息 1,535

受取配当金 2,273

雑収入 10,345

営業外収益合計 14,154

営業外費用

支払利息 14,093

為替差損 3,208

雑損失 10,753

営業外費用合計 28,055

経常損失（△） △33,866

税金等調整前四半期純損失（△） △33,866

法人税等 3,160

少数株主利益 1,310

四半期純損失（△） △38,337
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 637,706

売上原価 450,342

売上総利益 187,363

販売費及び一般管理費

販売運賃 27,408

広告宣伝費及び販売促進費 27,241

給料手当及び賞与 46,329

退職給付費用 5,251

減価償却費 6,236

研究開発費 20,962

その他 61,547

販売費及び一般管理費合計 194,978

営業損失（△） △7,614

営業外収益

受取利息 781

受取配当金 2,145

雑収入 8,414

営業外収益合計 11,342

営業外費用

支払利息 7,045

為替差損 7

雑損失 5,767

営業外費用合計 12,820

経常損失（△） △9,092

税金等調整前四半期純損失（△） △9,092

法人税等 △6,732

少数株主利益 1,095

四半期純損失（△） △3,456
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △33,866

減価償却費 85,915

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17,573

受取利息及び受取配当金 △3,808

支払利息 14,093

為替差損益（△は益） △7,622

売上債権の増減額（△は増加） 100,847

たな卸資産の増減額（△は増加） 101,656

仕入債務の増減額（△は減少） △122,581

その他 25,684

小計 142,744

利息及び配当金の受取額 3,895

利息の支払額 △13,248

ＥＵ競争法関連支払額 △7,420

法人税等の支払額 △11,103

営業活動によるキャッシュ・フロー 114,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △114,112

有形固定資産の売却による収入 2,625

投資有価証券の取得による支出 △4,061

投資有価証券の償還による収入 3,000

その他 △3,927

投資活動によるキャッシュ・フロー △116,475

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減
額（△は減少）

△75,286

長期借入れによる収入 119,095

長期借入金の返済による支出 △23,490

社債の発行による収入 6,207

社債の償還による支出 △4,686

配当金の支払額 △8,625

その他 △889

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,324

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,555

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 25,272

現金及び現金同等物の期首残高 114,075

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 139,347
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

(1)連結の範囲の変更

　　連結子会社数の増減は、次のとおりであります。

　　（増加）６社（設立による増加ほか）

　　（減少）13社（合併による消滅ほか）

(2)変更後の連結子会社の数

　　　　　 430社

 

２．持分法の適用に関する事

項の変更

(1)持分法適用関連会社の変更　

　　持分法適用会社数の増減は次のとおりであります。

　　（増加）１社（設立による増加）

　　（減少）11社（売却による減少ほか）

(2)変更後の持分法適用関連会社の数

　　　　　 160社

 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項の変更 

　第１四半期連結会計期間より新たに連結子会社となったNS ANTIVIBRATION PRODUCTS

PRIVATE LTD.の決算日は３月31日であります。四半期連結財務諸表の作成にあたって

は、四半期連結決算日現在で実施した決算に基づく四半期財務諸表を使用しておりま

す。

４．会計処理基準に関する事

項の変更

(1)「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

  棚卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会

計基準第９号　平成18年７月５日公表分)を適用し、主として移動平均法による原価

法と、収益性低下の場合の貸借対照表価額の簿価切下げの方法により棚卸資産を算

定しております。なお、これによる損益への影響は軽微であります。

(2)「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する

　 当面の取扱い」の適用

　第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理

に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号　平成18年５月17日)を適用し、連結

決算上必要な修正を行っております。なお、これによる損益への影響は軽微であり

ます。
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【簡便な会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

  固定資産の減価償却費の算

定方法

　主として、固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した計画に基づく

年間償却予定額を期間按分する方法によっております。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

　税金費用の計算 　税金費用(法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。)については、連結会

計年度の見積実効税率に基づき計算しております。
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【追加情報】
 

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
 至　平成21年６月30日)

(マリンホース等の販売におけるカルテル行為及び不適切な金銭支払いに関する事項)

当社グループは、マリンホースの販売に関する国際カルテル行為について、平成19年５月より、米国司法省、欧州

委員会、並びに日本の公正取引委員会等の調査を受けております。平成20年２月に受領した日本の公正取引委員会

による排除措置命令及び課徴金納付命令については確定しております。また、平成21年１月、当社グループは、欧州

委員会より58.5百万ユーロの制裁金支払いを命ずる決定の通知を受領いたしました。当社は、同決定への対応を慎

重に検討いたしましたが、本件に関する一連の手続を終了させ、コンプライアンス体制の更なる充実と再発防止策

の進展に注力することが適切な対応であると総合的に判断し、欧州第一審裁判所への訴訟を提起せず、制裁金の支

払いに応じております。なお、本制裁金については、前連結会計年度に7,485百万円を費用計上しております。現在そ

の他の国でも調査を行っているところがあり、当社グループはこれにも対応しております。マリンホースのカルテ

ルに関して、米国において提起されていた集団訴訟については、和解案が裁判所に提出されております。今後さら

に、米国司法省による罰金等の可能性がありますが、現時点では、具体的な引当金額を算定するには不確定要素が多

いため、計上しておりません。

さらに、上記の問題とは別に、マリンホースを含む工業用品の販売に関して、海外エージェントに対する不適切な

金銭の支払いがあった事実、また、その金銭の一部が、エージェントから外国公務員に対して供与等されていた可能

性があることが判明しております。当社グループは、日本の検察当局及び米国司法省に対し、社内調査の内容を報告

しておりますが、業績に与える影響は現時点では不明です。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年12月31日）

※１ 有形固定資産に対する減価償却累計額

1,772,975百万円

※１ 有形固定資産に対する減価償却累計額 

1,668,603百万円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

※１ 現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残高と当第２四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係                (平成21年６月30日現在)

　現金及び預金勘定　　　　　 　　　　121,240  百万円

　有価証券勘定　　　　　　　　　　　　19,212　    

　流動資産その他(金銭の信託)           5,000      

　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━　

 　　　　　　計                      145,453        

　預入期間が３ヶ月を超える         

　定期預金、債券等　　　　 　　　  　△6,105 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　現金及び現金同等物                 139,347     
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（株主資本等関係）

  

当第２四半期連結会計期間末(平成21年６月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成21年１月１日　至　平

成21年６月30日)

１．発行済株式の種類及び総数  

　　 普通株式　　813,102千株 　　 

 

２．自己株式の種類及び株式数 

     普通株式　　 28,819千株

 

３．新株予約権に関する事項

  　 ストック・オプションとしての新株予約権の四半期連結会計期間末残高　(提出会社)　312百万円

　　　　　　   

４．配当に関する事項

    (1) 配当金支払額

決議 株式の種類配当金の総額
１株当たり

配当額
 基準日  効力発生日 配当の原資

　平成21年３月26日

　 定時株主総会　
普通株式  8,627百万円 11円 平成20年12月31日　 平成21年３月27日利益剰余金

　

    (2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

　　　　

　　　　期間末後となるもの　

決議 株式の種類配当金の総額
１株当たり

配当額
 基準日  効力発生日 配当の原資

　平成21年８月７日

　取締役会 
普通株式  6,274百万円 ８円  平成21年６月30日 平成21年９月１日利益剰余金

 

５．株主資本の金額の著しい変動

　　 該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間 (自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

 

 
タイヤ

(百万円)

多角化

(百万円)

計

(百万円)

消去又は全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する売上高 524,388　　113,317　637,706　―　 637,706　

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
398　 1,995　 2,394　 (2,394)―　

計 524,787　115,313　640,100　 (2,394)637,706　

営業利益(△は営業損失) △7,949　 340　 △7,608　 (6)　 △7,614　

 
 

当第２四半期連結累計期間 (自　平成21年１月１日　至　平成21年６月30日)

 

 
タイヤ

(百万円)

多角化

(百万円)

計

(百万円)

消去又は全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する売上高 989,705　215,670　1,205,375　― 1,205,375　

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
770　 4,127　 4,898　 (4,898)―　

計 990,475　219,797　1,210,273　(4,898)1,205,375　

営業利益(△は営業損失) △15,290　 △4,711　 △20,002　 36　 △19,965　

 
　
(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分に属する主要な製品の名称等

タイヤ……タイヤ・チューブ、タイヤ関連用品、リトレッド材料・関連技術、自動車整備・補修ほか

多角化……化工品、スポーツ用品、自転車ほか
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【所在地別セグメント情報】

 当第２四半期連結会計期間 (自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

 　

 
日本

(百万円)

米州

(百万円)

欧州

(百万円)

その他

(百万円)

計

(百万円)

消去又は

全社 

(百万円)

連結

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する

売上高
155,284　286,708　87,104　108,608　637,706　―　 637,706　　　

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
 72,178 2,226 653　 17,186　92,245　(92,245)―

計  227,463288,935　87,757　125,795　729,951　(92,245)637,706　

営業利益(△は営業損失)  △10,6044,933　△7,176　7,319　△5,527　(2,086)　△7,614　

　
　 

 当第２四半期連結累計期間 (自　平成21年１月１日　至　平成21年６月30日)

 

 
日本

(百万円)

米州

(百万円)

欧州

(百万円)

その他

(百万円)

計

(百万円)

消去又は

全社 

(百万円)

連結

(百万円)

売上高        

(1) 外部顧客に対する

売上高
303,612535,809167,756　198,1961,205,375　―　 1,205,375　

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
145,744　3,882　1,222　35,964186,813　(186,813)―　

計 449,356　539,692　168,978　234,1611,392,188　(186,813)1,205,375　

営業利益(△は営業損失) △31,042　5,291　△12,598　8,650　△29,698　9,733　△19,965　

　
 
(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

米州………アメリカ、カナダ、メキシコ、ベネズエラ、ブラジルほか

欧州………ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペインほか

その他……アジア、大洋州、アフリカほか 
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【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間 (自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

 

 米州 欧州 その他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 287,067　 88,173　 123,711　 498,952　

Ⅱ　連結売上高(百万円) ―　 ―　 ―　 637,706　

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
45.0　 13.8 19.4 78.2

 
　 

当第２四半期連結累計期間 (自　平成21年１月１日　至　平成21年６月30日)

 

 米州 欧州 その他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 536,562　 169,940　 225,280　 931,783　

Ⅱ　連結売上高(百万円) ―　 ―　 ―　 1,205,375　

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
44.5　 14.1　 18.7　 77.3　

　
 
(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

米州………アメリカ、カナダ、メキシコ、ベネズエラ、ブラジルほか

欧州………ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペインほか

その他……アジア、大洋州、中近東、アフリカほか

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　

（有価証券関係）

　当第２四半期連結会計期間末(平成21年６月30日)

　

　その他有価証券で時価のあるものが、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計

年度の末日に比べて著しい変動が認められるため、当第２四半期連結会計期間末の状況を記載しております。

　

　
取得原価

（百万円）

四半期連結

貸借対照表計上額

（百万円）

差額

（百万円）

(1) 株式 51,241 178,532 127,290

(2) 債券 　 　 　

　　①国債・地方債等 3,977 4,112 134

　　②社債 － － －

　　③その他 － － －

(3) その他 － － －

合計 55,219 182,645 127,425

　

　 

（デリバティブ取引関係）

　当第２四半期連結会計期間末(平成21年６月30日)

 

  対象物の種類が通貨及び金利であるデリバティブ取引が、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、

前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるため、当第２四半期連結会計期間末の状況を記載しており

ます。

 

対象物の種類 取引の種類
契約額等

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

通貨  為替予約取引 101,416 102,402 △1,528

　  通貨スワップ取引 　4,625      17      17

金利  金利スワップ取引 　4,158    △61     △61
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（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

　

　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年12月31日）

１株当たり純資産額 1,308.12円１株当たり純資産額 1,263.30円

 

２．１株当たり四半期純損失

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純損失 △48.88円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、希薄化効果を有する潜在株式は存在するものの１株当

たり四半期純損失であるため記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失 △4.41円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、希薄化効果を有する潜在株式は存在するものの１株当

たり四半期純損失であるため記載しておりません。 

　　(注) １株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純損失   

四半期純損失 △38,337百万円 △3,456百万円

普通株主に帰属しない金額     －　     －

普通株式に係る四半期純損失    △38,337百万円    △3,456百万円

普通株式の期中平均株式数    784,283千株    784,283千株

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり四半期純利益の算定

に含めなかった潜在株式で、前連結会

計年度末から重要な変動があったもの

の概要

─────────　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

─────────　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　 

２【その他】

中間配当 

　　　　平成21年８月７日開催の取締役会において、次のとおり第91期の中間配当を行うことを決議しております。

　

　１株当たりの中間配当金 　中間配当金額 　支払開始日

　８円 　6,274,298,104円 　平成21年９月１日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　

 該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書

 

平成21年８月12日

株式会社ブリヂストン

取締役会　御中
 

 有限責任監査法人トーマツ
 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 吉　　田　　修　　己　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 芳　　賀　　保　　彦　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鈴　　木　　基　　之　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ブリヂストンの平成21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会

計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年１月１

日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連

結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期

連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対

する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に

対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一

般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手

続により行われた。　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に

公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ブリヂストン及び連結子会

社の平成21年６月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期

連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

　追加情報に記載されているとおり、株式会社ブリヂストングループはマリンホースの販売に関して国際

カルテルの疑いがあるとして、平成19年５月より、米国司法省、欧州委員会、日本の公正取引委員会等の調

査を受けている。また、株式会社ブリヂストングループの事実調査の過程で、海外エージェントに対する

不適切な金銭の支払いがあった事実等が判明している。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上　

 

（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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